
呉三津田ヶ丘同窓会 会則 
第１条 本会は呉三津田ヶ丘同窓会と称し本部を 

呉市山手１丁目５－１におく。 
第２条 本会は下記の会員をもって組織する。 
 １．普通会員 
    呉一中・呉三津田高等学校（本校全日制）を卒業した者。 
 ２．特別会員 
    母校の現旧職員。 
 ３．準会員 
    母校に在学した者で入会を希望し、理事会の承認を得た者。 
 第２章 目的と事業 
第３条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。 
第４条 上記の目的を達成するため下記の事業を行う。 
 １．集会等の開催 
 ２．会報及び名簿の発行。 
 ３．その他。 
 第 3 章 役 員 
第５条 役員の種類 
  本会は下記の役員を設けその運営にあたる。任期は２年とし、再任を妨げない。 

 １．理事    原則１０名以上４０名以内。 

   評議員   ３０名以上 

   会計    若干名 

   会計監査  ２名 

 ２．理事のうち、１名を会長、若干名を副会長、１名を専務理事、１名を事務局長とする。 

   なお、理事は評議員の中から会長が委嘱する。          
 ３．各支部には支部長１名を置く。 
第６条 役員の任務 
 １．会長は本会を代表し、本会全般の業務を総括する。 
 ２．副会長は会長の補佐をする。 
 ３．理事は理事会に出席し、会の運営に携わる。 
 ４．評議員は評議員会に出席し、理事会決議事項の評議をする。また、総会に代り、評議員で 

   会全体の決議をする。 

 ５．専務理事は各理事及び各評議員と緊密に連絡をとり、円滑な会務運営につとめる。 

 ６．事務局長は事務局を統括する。 

 ７．会計は本会の会計事務を処理し、財産の管理にあたる。 

 ８．会計監査は本会の会計年度毎に会計の監査を行う。 

 ９．支部長は支部を代表し、本部との連絡にあたる。 

第７条 役員の資格及び任免 

 １．役員は本会の普通会員より選出することを原則とする。 

 ２．会長・副会長・会計監査は理事会において指名を受け、評議員会の承認を得る。 

 ３．評議員は各回より選出された者及び理事の推薦により、理事会の承認を得た者ならびに母

校勤務の会員を会長が委嘱する。 

 ４．専務理事は原則として母校勤務の理事より選出し、会長がこれを委嘱する。 



 ５．会計は会長がこれを委嘱する。会計の内１名は原則として母校勤務の理事より選出する。 

 ６．支部長は支部より選出し、会長がこれを委嘱する。 

第８条 その他の役員 

  本会に以下の顧問等をおくことができる。会長は必要に応じて顧問等に会務に関する助言を

あおぐものとする。 

 １．名誉会長   会長経験者で理事会の推薦した者。 

 ２．顧問     現職母校校長、会長経験者。 

 ３．名誉顧問   母校校長経験者。 

 ４．常任相談役  理事会の推薦した者。 

第４章 会 議 等 
第９条 会議の種類 
 本会は下記の会議を設ける。 
 １．理事会 
   理事をもって構成し、本会の運営及び評議員会への議案上程を行う。開催は必要に応じて 
  会長がこれを招集する。 
 ２．評議員会 
   評議員をもって構成し、年１回開催するものとする。臨時評議員会は緊急の課題がある場 
  合、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。なお、評議員会での決議については、全

会員に総会及び会報その他で報告をする。 
第１０条 集会の種類 
 本会は下記の集会を設ける。 
 １．総会 
   総会は全会員をもって構成し、定期総会は毎年１回（８月）開く。 
第１１条 各会議の議決 
 各会議の議事は出席者の過半数をもって決する。 
第５章 会 計 

第１２条 
 会費は入会金として 10,000 円を納め終身会費とする。 
第１３条 本会計の細目は理事会においてこれを決める。 
第１４条 本会会計年度は４月１日より翌年の３月３１日迄とする。 
第６章 支 部 

第１５条 会員５名以上在住の地及び職場には、本部と連絡の上、支部を設けることができる。 

第７章 補 則 

第１６条 会員はその転居改姓等身上の異動を迅速正確に本部へ報告する。 
第１７条 会員で本会の名誉を汚した者は理事会の決議において除名する。 
第１８条 その他本会運営上必要な細目は内規により定める。 
第１９条 会則の改正は理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。 
第２０条 本会則は昭和４０年１２月 3 日より実施する。 
 

（一部改正 平成７年８月１２日）   
（改  正 平成２２年８月７日） 
（一部改正 平成２３年８月６日） 
（一部改正 令和元年６月２８日） 
 


